
●
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
会

　

員
を
募
集

　

対
象
＝
①
子
育
て
の
応
援
を
受
け
た
い

人　

②
有
償
で
子
育
て
の
手
助
け
を
す
る

人　

※
事
前
に
講
座
の
受
講
が
必
要

●
出
前
保
育
「
み
ん
な
よ
っ
と
い
で
ー
」

　

と
き
＝
①
4
月　

日　

②
4
月　

日　

14

25

※
時
間
は　

時　

分
〜　

時　

と
こ
ろ
＝

10

30

12

①
柚
木
保
育
所
（
雨
天
時
は
柚
木
町
2
組

公
民
館
）　

②
山
久
保
神
社（
雨
天
時
は
菫

ケ
丘
幼
児
園
内
「
こ
ど
も
の
い
え
」）　

内

容
＝
保
育
士
が
手
遊
び
や
親
子
ふ
れ
あ
い

遊
び
を
紹
介
し
ま
す　

参
加
料
＝
無
料

●
マ
タ
ニ
テ
ィ
ー
ク
ッ
キ
ン
グ
教
室

�　

と
き
、
と
こ
ろ　

5
月　

日　

〜　

時

19

10

12

＝
中
央
公
民
館　

材
料
代
＝
三
百
円

●
各
種
手
当

�　

特
別
児
童
扶
養
手
当
＝
対
象
は
、　

歳
20

未
満
の
在
宅
の
障
害
児
を
養
育
し
て
い
る

　
■
保
健
所
内
・
健
康
づ
く
り
課

　
■
市
役
所
障
害
福
祉
課

父
母
な
ど
▼
障
害
児
福
祉
手
当
＝
対
象
は
、

重
度
の
障
害
が
あ
り
、
常
に
介
護
が
必
要

な　

歳
未
満
の
在
宅
の
障
害
児
▼
特
別
障

20
害
者
手
当
＝
対
象
は
、
最
重
度
の
障
害
が

あ
り
、
常
に
特
別
の
介
護
が
必
要
な　

歳
20

以
上
の
在
宅
の
障
害
者　

※
い
ず
れ
も
所

得
制
限
が
あ
り
、
施
設
に
入
所
し
て
い
る

場
合
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

●
声
で
聞
く
「
広
報
さ
せ
ぼ
」

�　

視
覚
障
害
で
、
身
体
障
害
者
手
帳
を
持

つ
人
に
、
広
報
さ
せ
ぼ
や
市
議
会
だ
よ
り
、

ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー
な
ど
を
テ
ー
プ
に
録
音

し
、
無
料
で
お
届
け
し
ま
す　

申
し
込
み

＝
点
字
図
書
館
（�
0
9
5
6
・
2
4
・

9
4
0
7　

※
火
曜
、
土
曜
、
祝
日
は
休

み
）
に
ど
う
ぞ
。

●
手
話
奉
仕
員
養
成
講
座

�
【
入
門
課
程
（
5
〜　

月
の
全　

回
）】　

11

22

と
こ
ろ
＝
①
県
北
振
興
局
天
満
庁
舎　

②

ひ
ま
わ
り
の
館（
吉
井
町
前
岳
）　

と
き
＝

①
毎
週
火
曜　

時
（
昼
の
部
）、　

時　

分

10

18

30

（
夜
の
部
）　

②
毎
週
水
曜　

時　

分

18

30

【
基
礎
課
程
（
5
〜　

月
の
全　

回
）】

11

27

と
こ
ろ
＝
県
北
振
興
局
天
満
庁
舎　

と
き

＝
毎
週
火
曜　

時
（
昼
の
部
）、　

時　

分

10

18

30

（
夜
の
部
）

　

対
象
＝
入
門
課
程
は
初
心
者
で　

歳
以

18

上
。　

基
礎
課
程
は
入
門
課
程
修
了
者　

定
員
＝
い
ず
れ
も
各　

人　

受
講
料
＝
入

40

　
■
市
役
所
障
害
福
祉
課

　
■
市
役
所
障
害
福
祉
課

門
課
程
は
五
千
八
百
円
。
基
礎
課
程
は
二

千
円　

申
し
込
み
＝
往
復
は
が
き
に
住
所
、

氏
名
（
フ
リ
ガ
ナ
）、
性
別
、
電
話
番
号
、

フ
ァ
ク
ス
番
号
、
受
講
希
望
講
座
・
時
間

帯
・
希
望
場
所
を
書
い
て
、
4
月　

日
必

15

着
で（
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
）　

送
付

先
＝�
8
5
7
の
0
0
4
3
、
天
満
町
1

の　

、
県
北
振
興
局
天
満
庁
舎
内
・
長
崎

27
県
ろ
う
あ
福
祉
協
会
佐
世
保
支
部

●
ふ
れ
あ
い
フ
ァ
ク
ス
の
ご
利
用
を

�　

対
象
＝
聴
覚
・
言
語
障
害
者
（
事
前
に

登
録
が
必
要
）　

内
容
＝
三
ケ
町
・
四
ケ
町

ア
ー
ケ
ー
ド
の「
ふ
れ
あ
い
F
A
X
」シ
ー

　
■
市
役
所
障
害
福
祉
課

ル
が
張
っ
て
あ
る
協
力
店
で
、
実
費
で

フ
ァ
ク
ス
を
利
用
で
き
ま
す　

※
フ
ァ
ク

ス
の
利
用
に
ご
協
力
い
た
だ
け
る
協
力
店

も
募
集
し
て
い
ま
す
。

●
心
身
障
害
者
の
医
療
費
を
助
成
し
ま
す

�　

保
険
診
療
に
よ
る
医
療
費
に
対
し
て
助

成
し
ま
す　

対
象
＝
①
身
体
障
害
者
手
帳

1
〜
3
級
の
所
持
者　

②
療
育
手
帳
A
1
、

A
2
、
B
1
の
所
持
者　

※
①
の
3
級
と

②
の
B
1
の
人
は
老
人
保
健
法
適
用
者
を

除
き
ま
す
。
い
ず
れ
も
所
得
制
限
あ
り
。

　
■
市
役
所
障
害
福
祉
課

●２４ 

※市役所、保健所各課へは代表番号（�0956・24・1111）からお回しします

　
■
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　
　
（�
0
9
5
6
・
4
2
・
1
8
4
8
）

　
■
菫
ケ
丘
幼
児
園
・
地
域
子
育
て
支
援
セ

　

ン
タ
ー（�
0
9
5
6
・
3
4
・
4
1
8
8
）

　障害者自立支援法の施行に伴い、身体・知的・精神
障害ごとに分かれている福祉サービスの制度が一本
化されます。
�更生医療、精神通院医療の医療費は自己負担が原
　則1割になります。
�居宅サービス（ホームヘルプ・ショートステイ等）や
　入所等の施設サービス（10月1日以降）などの体系
　が新しくなり、自己負担が原則1割になります。
�障害程度区分を認定して支給決定するようになる
　ため、調査員が訪問して心身の状況などを調査し
　ます。一部のサービス利用の場合は、調査内容を
　基に審査会を開いて障害程度区分を判定します。
※自己負担は原則1割ですが、申請により収入の状況
　などに応じて負担が軽減される場合があります。
※市役所障害福祉課の窓口でパンフレットを配布し
　ています。視覚障害のある人のためには音声テー
　プをご用意していますので、佐世保市視覚障害者
　協会（�0956-24-9407）へお尋ねを。
お尋ね　市役所障害福祉課

4月1日から障害者サービスの
内容が変わります

2006.4

●
「
在
宅
介
護
者
の
つ
ど
い
」
と
「
認
知

　

症
老
人
を
抱
え
る
家
族
の
会
」
は
3
月

　

で
終
了
し
ま
し
た

�　

家
族
の
ご
相
談
に
は
、
同
課
、
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
相
談
窓
口
で
対
応
し

ま
す　

お
尋
ね
＝
同
課
、
北
部
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
（
木
宮
町
・
相
浦
支
所
内

�
0
9
5
6
・
4
7
・
2
1
1
3
）、
中
央

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
栄
町
・
海
員

会
館
1
階　
�
0
9
5
6
・
2
3
・
9
0

5
6
）、
東
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
大
塔
町
・
東
部
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

�
0
9
5
6
・
3
1
・
6
7
6
7
）

●
健
康
相
談
（
要
予
約
）

�　

日
程　

①
4
月　

日
、
5
月
2
日
＝
保

18

健
所　

②
4
月　

日
＝
吉
井
行
政
セ
ン

12

タ
ー　

③
4
月　

日
＝
世
知
原
行
政
セ
ン

19

タ
ー　

④
4
月　

日
＝
小
佐
々
行
政
セ
ン

26

タ
ー　

※
時
間
は
①　

時　

分
〜　

時　

13

30

15

30

分
、
②
③
④　

時
〜　

時　

分　

内
容
＝

14

15

30

　
■
市
役
所
長
寿
社
会
課

　
■
保
健
所
内
・
健
康
づ
く
り
課

生
活
習
慣
病
の
予
防
や
禁
煙
に
関
す
る
相

談●
保
健
所
で
の
骨
粗
し
ょ
う
症
検
診

�　

と
き
＝
5
月　

日　

対
象
＝　

〜　

歳

12

20

70

の
女
性　

定
員
＝
先
着　

人　

申
し
込
み

50

＝
4
月　

日
か
ら
同
課
へ　

※
結
果
は
報

19

告
会
（
5
月　

日
）
で
お
渡
し
し
ま
す
。

18

●
男
性
シ
ル
バ
ー
料
理
教
室

�　

日
程　

5
月　

、　

、　

日
＝
日
宇
地

12

19

26

区
公
民
館
▼
5
月　

、　

、　

日
＝
大
野

16

23

30

地
区
公
民
館
▼
5
月　

、　

日
、
6
月
7

24

31

日
＝
東
部
住
民
セ
ン
タ
ー　

※
時
間
は
い

ず
れ
も　

時
か
ら　

材
料
代
＝
1
回
二
百

10

円　

定
員
＝　

人　

申
し
込
み
＝
同
課

30

●
B
型
・
C
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査

�　

対
象
＝
平
成
4
年
以
前
に
輸
血
を
受
け

た
人
な
ど　

と
き
＝
毎
週
月
、
水
曜　

〜
13

　

時　

と
こ
ろ
＝
保
健
所　

料
金
＝
千
百

15二
十
円
か
ら　

●
敬
老
パ
ス
を
発
行
し
て
い
ま
す

�　

対
象
＝　

歳
以
上
の
市
民
で
、
パ
ス
を

75

持
っ
て
い
な
い
人　

手
続
き
＝
本
人
が
印

鑑
を
持
参
の
上
、
同
課
、
各
支
所
、
各
行

　
■
保
健
所
内
・
健
康
づ
く
り
課

　
■
保
健
所
内
・
健
康
づ
く
り
課

　
■
保
健
所
内
・
健
康
づ
く
り
課

　
■
保
健
所
内
・
健
康
づ
く
り
課

政
セ
ン
タ
ー
で
ど
う
ぞ　

※
市
敬
老
・
福

祉
回
数
券
を
使
用
す
る
場
合
は
、
降
車
の

際
に
敬
老
パ
ス
を
提
示
の
上
、
回
数
券
を

運
賃
箱
に
入
れ
る
よ
う
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

●
市
食
育
推
進
会
議
の
市
民
委
員
を
募
集

　

し
ま
す

�　

本
市
は
、
食
事
や
食
生
活
を
通
じ
て
心

身
・
人
間
性
を
育
て
る
「
食
育
」
を
推
進

し
ま
す
。
そ
こ
で
、
子
育
て
中
の
皆
さ
ん

の
ご
意
見
を
食
育
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、

市
民
委
員
を
募
集
し
ま
す　

対
象
＝
市
内

在
住
で
子
育
て
中
の
人　

募
集
人
数
＝
若

干
名　

募
集
期
間
＝
4
月
1
日
〜
5
月
1

日（
郵
送
は
当
日
消
印
有
効
）　

申
し
込
み

＝
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
職
業
、
連
絡
先
、

お
子
さ
ん
の
年
齢
を
書
き
、「
食
育
に
つ

い
て
」
を
テ
ー
マ
に
八
百
字
以
内
に
ま
と

め
た
作
文
を
添
え
て
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス

（
0
9
5
6
・
2
5
・
9
6
8
4
）、
E

メ
ー
ル
（kenkou@

city.sasebo.lg.jp

）

で
同
課
へ　

※
応
募
者
に
は
5
月　

日
ま

19

で
に
電
話
か
郵
送
で
結
果
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

●
市
立
総
合
病
院
の
健
康
教
室

　

と
き
＝
4
月　

日　

時　

テ
ー
マ
＝
生

19

14

活
習
慣
病
と
動
脈
硬
化
の
は
な
し

　
■
保
健
所
内
・
健
康
づ
く
り
課

●
犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

�　

4
月
7
日
か
ら
行
い
ま
す
。
4
月
の
日

程
は
本
紙
3
月
号
や
ワ
ン
ニ
ャ
ン
だ
よ
り

に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
ご
確
認
の
上
接
種

し
て
く
だ
さ
い　

5
月
の
日
程　

5
月
9

日
＝
旧
宇
久
町
神
浦
支
所
（　

時　

分
〜

10

10

　

時　

分
）、
宇
久
行
政
セ
ン
タ
ー
（　

時

10

25

10

　

分
〜　

時　

分
）　

料
金
＝
登
録
済
み

40

11

50

は
三
千
二
百
円
、
新
規
登
録
は
六
千
二
百

円　

※
市
外
か
ら
の
転
入
者
は
、
予
防
接

種
当
日
ま
で
に
保
健
所
で
飼
い
犬
の
転
入

の
届
け
出
を
。
済
ん
で
い
な
い
と
予
防
注

射
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
（
会
場
で
は
手
続

き
で
き
ま
せ
ん
）。
犬
の
健
康
に
不
安
が

あ
る
場
合
は
、
当
日
の
会
場
や
か
か
り
つ

け
の
獣
医
師
に
ご
相
談
を
。

●
家
庭
で
の
食
中
毒
を
予
防
し
ま
し
ょ
う

�　

次
の
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
▼
食
材

を
購
入
す
る
際
は
鮮
度
の
良
い
も
の
を
選

ぶ
▼
冷
蔵
庫
は
先
入
れ
先
出
し
を
心
掛
け

る
▼
調
理
前
に
は
手
洗
い
の
ほ
か
、
食
材

の
洗
浄
を
し
っ
か
り
行
う
▼
調
理
後
の
食

品
は
な
る
べ
く
早
め
に
食
べ
る
▼
使
用
後

の
ま
な
板
・
包
丁
・
ふ
き
ん
な
ど
は
よ
く

洗
浄
し
た
後
、
十
分
に
乾
燥
さ
せ
る

　
■
保
健
所
内
・
生
活
衛
生
課

　
■
保
健
所
内
・
生
活
衛
生
課

●２５ 

　
■
市
立
総
合
病
院

　
　
　
（�
0
9
5
6
・
2
4
・
1
5
1
5
）




